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○
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第 号

番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所
の

員
の
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規

管
告
示

治
団
体
の
名
称
等
…
…
…
…
…
…
…

治
団
体
の
異
動
事
項
…
…
…
…
…
…

散
等
に
係
る
政
治
団
体
の
名
称
等
…

金
管
理
団
体
の
異
動
事
項
…
…
…
…

治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
三
項
第

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

安
委
告
示

業
災
害
補
償
法
第
百
二
十
五
条
の
三

示
の
一
部
改
正
（
水
産
振
興
課
）
…

口
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の

口
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の

告規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
二

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一

地
改
良
事
業
施
行
協
議
に
係
る
決
定

委
規
則

目

次

則事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に

科
技
工
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改

示地
改
良
区
定
款
変
更
の
認
可
（
農
村

週
火
・
金
曜
日
発
行

名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
告

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二
号
に
該
当
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
一
定
の

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

指
定
の
取
消
し
（
会
計
課
）
…
…
…
…

指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
会

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
商
政
課
）
…

項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
（
二
件

（
農
村
整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…

関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

正
す
る
規
則
（
健
康
増
進
課
）
…
…
…

整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

示
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

資
金
管
理
団
体
の
名
称

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

区
域
の
設
定
に
関
す
る

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

計
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

）
（
商
政
課
）
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

（
学
事
文
書
課
）
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

平 成 年
月 日

（火曜日）

願
付
交
書

明
証

」
に
、
「

の
書

技
科

歯

」
に
、

歯
科
技
工
士
法
施
行
細

歯
科
技
工
士
法
施
行
細
則
（

る
。第

八
条
中
「
歯
科
技
工
士
試

付
願
」
に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中
「

技
科

歯

に
、
「

に
験
試
士
工

技
科
歯

」

別
記
第
六
号
様
式
中
「

技
科

歯

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か

歯
科
技
工
士
法
施
行
細
則
の

平
成
二
十
一
年
十
月
十
三

山
口
県
規
則
第
七
十
一
号

山
口
県
規
則
第
七
十
号

知
事
が
取
り
扱
う
個
人

知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

別
表
歯
科
技
工
士
試
験
の
成

め
る
。

規

知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報

る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
十
三

の
書

明
証

格
合

験
試

士
工

」
を

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

昭
和
五
十
八
年
山
口
県
規
則
第
二

験
合
格
証
明
書
交
付
願
」
を
「
歯

書
証

格
合

験
試

士
工

」
を
「

科
歯

を
「

に
験
試

家
国

士
工

技
科

歯

」

交
書

明
証

格
合

験
試

士
工

願
付

ら
施
行
す
る
。

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

日

山
口

山
口

情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
の
一

の
保
護
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十

。績
の
項
中
「
歯
科
技
工
士
試
験
」

則

の
保
護
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

日

一

「

合
験

試
家

国
士
工

技
科

歯
明
証

格

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

科
技
工
士
国
家
試
験
合
格
証
明
書

証
格

合
験

試
家

国
士

工
技

書

に
改
め
る
。

」
を
「

合
験

試
家

国
士

工
技

科
歯

格

公
布
す
る
。

県
知
事

二

井

関

成

県
知
事

二

井

関

成

部
を
改
正
す
る
規
則

四
年
山
口
県
規
則
第
二
十
五
号
）

を
「
歯
科
技
工
士
国
家
試
験
」
に

改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す交」 の改 す

規

則



平成 年 月 日 火曜日

る
告一

山 口

土
防
府

山
漁

（定期）県 報

山
土

改
良

第 号

「
合

「

試 合

る
。こ

高
泊
加
入
区

山泊

示
（
昭
和
六
十
三
年
山
口
県
告
示

平
成
二
十
一
年
十
月
十
三
日

「
王
司
、
王
喜
加
入

区

山目目目

の
表
中

厚
狭
加
入
区

山区

平
成
二
十
一
年
十
月
十
三
日

地
改
良
区
の
名
称

市
佐
野
堰
土
地
改
良
区

口
県
告
示
第
三
百
九
十
四
号

業
災
害
補
償
法
第
百
二
十
五
条
の

告

口
県
告
示
第
三
百
九
十
三
号

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

区
の
定
款
の
変
更
を
次
の
と
お
り

験
試

士
工

技
科

歯
た

し
格

家
国
士

工
技

科
歯

た
し

格験
附

則

の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行口

県
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
山

、
大
字
千
崎
、
大
字
東
高
泊
、
大
字
高

第
八
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

山
口
県
知

口
県
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち

、
王
司
本
町
二
丁
目
、
王
司
本
町
三

、
王
司
本
町
五
丁
目
、
王
司
本
町
六
丁

、
松
屋
本
町
一
丁
目
及
び
松
屋
上
町
三

口
県
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
山

域

山
口
県
知

認

可

年

月

日

平
成
二
一
、
一
〇
、

三
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ

示

第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第

認
可
し
た
。 歯

年

験
試
士

工
技

科
歯

年

験
試

家
国

士
工

技
科

す
る
。

陽
小
野
田
市
大
字
西
高

畑
及
び
大
字
有
帆
の
区

う
に
改
正
す
る
。

事

二

井

関

成

下
関
市
王
司
本
町
一
丁

丁
目
、
王
司
本
町
四
丁

目
、
王
喜
宇
津
井
一
丁

丁
目
の
区
域

を

陽
小
野
田
市
大
字
郡
の

事

二

井

関

成

一る
一
定
の
区
域
の
設
定
に
関
す

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地

」
を

」
に
改
め

る
。 一

の
表
中

「
阿
武
萩
森
林
組
合

〃

大
字

三
〇
七
の

社
団
法
人
山
口
県

自
家
用
自
動
車
協

会

山
口
市
葵

五
番
五
八

「
社
団
法
人
山
口
県

自
家
用
自
動
車
協

会

山
口
市
葵

五
番
五
八

山
口
県
告
示
第
三
百
九
十
六

山
口
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ

六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

平
成
二
十
一
年
十
月
十
三

規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り

平
成
二
十
一
年
十
月
十
三

売

り

さ

ば

き

住

所

氏
名
又

萩
市
大
字
福
井
下
三
〇

七
の
一

阿
武
萩
森

「
王
喜
、
厚
狭
、
高

泊
加
入
区

山
口
県
漁
業

目
、
松
屋
本

田
市
大
字
郡

高
畑
及
び
大

山
口
県
告
示
第
三
百
九
十
五

山
口
県
収
入
証
紙
取
扱
規
則

福
井
下

一

阿
武
萩
森
林
組
合

〃

大

三
〇
七

一
丁
目

号

社
団
法
人
山
口
県

自
家
用
自
動
車
協

会
防
府
支
部

防
府
市

一
七
号

一
丁
目

号

社
団
法
人
山
口
県

自
家
用
自
動
車
協

会
防
府
支
部

防
府
市

一
七
号

号
ば
き
人
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（

う
に
改
正
す
る
。

日

山
口

山
口
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き

日

山
口

人
は
名
称

指
定
の
取
消
し
の
際
現

に
証
紙
を
売
り
さ
ば
い

て
い
た
売
り
さ
ば
き
所

林
組
合

阿
武
萩
森
林
組
合

域
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
下
関
市
王

町
一
丁
目
及
び
松
屋
上
町
三
丁
目
並

、
大
字
西
高
泊
、
大
字
千
崎
、
大
字

字
有
帆
の
区
域

号
（
昭
和
三
十
九
年
山
口
県
規
則
第

字
福
井
下

の
一

昭
和
六
一
、

一
、
一
〇

寿
町
四
番

平
成
二
一
、

四
、

一

」
を

寿
町
四
番

平
成
二
一
、

〃

〃

」
に
改

昭
和
四
十
一
年
山
口
県
告
示
第
四

県
知
事

二

井

関

成

人
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

県
知
事

二

井

関

成

所

在

地

売
り
さ
ば
き

人
の
指
定
取

消
年
月
日

萩
市
大
字
福
井
下
三
〇

七
の
一

平
成
二
一
、

一
〇
、
三
一

」

喜
宇
津
井
一
丁

び
に
山
陽
小
野

東
高
泊
、
大
字

」
に
改
め
る
。

六
十
号
）
第
八
条
第
一
項
第
四
号

二

め 百 の

告

示



平成

働
部

年 月 日 火曜日

（
三大

二
十

下
関当

山 口 県

二
株

三四五

（定期）報

当
か
ら

商
工

一

第 号

（
三大

と
お

商
政
課
及
び
下
関
市
観
光
産
業
部

平
成
二
十
一
年
十
月
三
十
一
日

二
三
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

一
年
五
月
二
十
九
日
山
口
県
公
告

市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

該
意
見
は
、
平
成
二
十
一
年
十
月

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

名

称

式
会
社
フ
レ
ス
タ

広
島

変
更
に
係
る
事
項

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
位

届
出
年
月
日

平
成
二
十
一
年
九
月
三
十
日

変
更
年
月
日

該
届
出
及
び
経
済
産
業
省
令
で
定

平
成
二
十
二
年
二
月
十
五
日
ま
で

課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し

平
成
二
十
一
年
十
月
十
三
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

フ
レ
ス
タ
室
の
木
店

所
在
地

岩
国
市
室
の
木
町
一

公

二
二
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届

商
工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条

（
一
八
六
）
に
係
る
大
規
模
小

十
三
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
三

代
表
者
の
氏
名

住市
西
区
横
川
町
三
丁
目
二
番
三

置 め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
は

の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商

ま
す
。

山
口
県
知

在
地

丁
目
五
三
六
の
一

告

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条

出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出

縦
覧
に
供
し
ま
す
。

意
見
の
聴
取

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労

所

代
表
者
の
氏
名

六
号

宗
兼

生

、
平
成
二
十
一
年
十
月
十
三
日

政
課
及
び
岩
国
市
農
林
経
済
部

事

二

井

関

成

届
出

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

が
あ
り
ま
し
た
。

平
成
二
十
一
年
十
月
十
三

（
三
二
五
）
市
町
が
行
う
土
地

次
の
市
町
が
行
う
土
地
改
良

十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第

で
あ
る
と
決
定
し
た
の
で
、
同

の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
決
定
に

供
し
ま
す
。

平
成
二
十
一
年
十
月
十
三

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

マ
ッ
ク
ス
バ

所
在
地

下
関
市
宮
田

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項

（
三
二
四
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

二
十
一
年
六
月
二
日
山
口
県
公

市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

当
該
意
見
は
、
平
成
二
十
一

働
部
商
政
課
及
び
下
関
市
観
光

平
成
二
十
一
年
十
月
十
三

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ト
ミ
ー
ズ
タ

所
在
地

下
関
市
秋
根

二

意
見
の
概
要

日

山
口

改
良
事
業
の
施
行
の
協
議
に
係
る

事
業
の
施
行
の
協
議
は
、
土
地
改

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

法
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お

係
る
土
地
改
良
事
業
計
画
書
及
び

日

山
口

及
び
所
在
地

リ
ュ
宮
田
町
店

町
一
丁
目
八
の
一

は
な
い
。

は
な
い
。

立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

告
（
一
八
八
）
に
係
る
大
規
模
小

年
十
月
十
三
日
か
ら
同
年
十
一
月

産
業
部
商
工
振
興
課
に
お
い
て
公

日

山
口

及
び
所
在
地

ウ
ン
新
下
関

西
町
二
丁
目
六
番
一
号

三

県
知
事

二

井

関

成

決
定

良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
適

い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
六

条
例
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧

県
知
事

二

井

関

成

よ
る
意
見
の
聴
取

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
下

十
三
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工

衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

県
知
事

二

井

関

成

九当項に 成関労

公

告



平

様
式

成 年 月 日 火曜日

（
意

第
二条てのる別

山 口

職
一
部第

十
一第第第

（定期）県 報

職
山

第 号

一
萩

二三

の
裏
の
所
属
長
の
記
載
心
得
２
中

見
の
聴
取
の
手
続
）

十
六
条

条
例
第
十
四
条
第
三
項

第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

は
、
山
口
県
聴
聞
手
続
規
則
（
平

場
合
に
お
い
て
、
同
規
則
中
「
知

も
の
と
す
る
。

記
第
八
号
様
式
の
表
中
「

手
職

退
時
職

退

職
員
の
退
職
手
当
の
支
給
に
関

員
の
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

二
条
第
一
項
中
「
第
二
条
の
三
」

条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
」

二
条
の
二
第
一
号
中
「
第
七
条
の

二
条
の
八
を
削
る
。

二
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

人

事

委

員
の
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る

平
成
二
十
一
年
十
月
十
三
日

口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二

事
業
の
内
容

市
町
名

施
行

市

須
佐
地

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
一
年
十
月
十
四
日
か
ら

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

「

一
た

れ
さ

給
支

時
当

職
退

の
般

及
び
第
十
五
条
第
四
項
（
条
例

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行

成
六
年
山
口
県
規
則
第
七
十
一

事
等
」
と
あ
る
の
は
、
「
退
職

当
た

れ
さ

給
支

に

」
を
「

額
退
の

般
一

に
時

職
退

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
（
昭
和
五
十
年
山
口
県
人

を
「
第
二
条
の
四
」
に
改
め
、

を
「
第
二
条
の
二
第
一
項
第
二

四
第
六
項
」
を
「
第
八
条
第
四

。
員

会

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則山

十
三
号

地
区

事
業

区

か
ん
が

同
年
十
一
月
二
日
ま
で

」

当
手

職
退

」
を
「

に
時
職

退

第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
十
七

う
意
見
の
聴
取
の
手
続
に
つ
い

号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
こ

手
当
管
理
機
関
」
と
読
み
替
え

の
等
当
手

職
た
れ
わ
払

支

に
改
め
、
同

規
則

事
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の

同
条
第
二
項
第
三
号
ハ
中
「
第

号
又
は
第
三
号
」
に
改
め
る
。

項
」
に
改
め
る
。

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

口
県
人
事
委
員
会

の
種
類

い
排
水

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二

あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
は

平
成
二
十
一
年
十
月
十
三

□ □
定

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か

選
挙
管

□

「

□ □ □ □

に 法に 法職

手
職
退
の

般
一
た
つ

払
支

を
額

の
そ
は
て

つ
あ

等
当

手
職

退
の

般

退
の

般
一
、

旨

一
は

又
部

全
の

等
当

」
に
改
め
、
同
様
式
の
別
紙

「

□ □

に 法職

示
第
九
十
三
号

十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第

、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

第
法
員

務
公

方
地

免
る

よ
に

１
第
項
１

第
条

ず
準

に
れ

こ
は

く
し

若
職

奨
勧

職
退ら

施
行
す
る
。

理
委
員
会

処
等
職
免

戒
懲

奨
勧

職
退

第
法
員

務
公

方
地

分

第
規
の
項
４

第
条

場
る

す
当
該
に
号
１
第
条公

方
地

職
退

る
ず

準
に

合

第
法
員
務

第
規
の
項
４

第
条

場
る

す
当
該
に
号
１
第
条公

方
地

職
退

る
ず

準
を

合

第
法
員
務れ
こ

は
又

２
第
項
１

第
条
分
処
る
ず
準
に

」
に
、
「

者
職

退
い
な

け
受

を
告

予

か
な

れ
さ

給
支

を
当

手
職

い
な

し
給

支
を

部

者
た

つ

処
る

す
と

と
こ

中

第
法
員

務
公

方
地第

規
の
項
４

第
条

場
る

す
当
該
に
号
１
第
条公

方
地

職
退

る
ず

準
に

合

第
法
員
務れ
こ

は
又

２
第
項
１

第
条
分
処
る
ず
準
に

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

委
員
長

上

符

正

顕

処
る

規
の

号
３

第
は

又
号
分

」 」

職
失
る

よ
に
定定

れ
こ

は
又

）
。

る
限

同

職
失
る

よ
に

号

れ
こ

は
又

）
。

く
除

同免
る
よ
に
定

規
の

に

改

れ
さ

給
支

を
当
手

職
退

の

の
そ

は
て

つ
あ

に

に
者

た

由
理

」
を
「

に
合

場
た

れ
わ

行
が

分

一の
そ

は

職
失
る

よ
に
定号

れ
こ

は
又

）
。

る
限

同免
る
よ
に
定

規
の

を

四

が め

人

事

委

員

会

選
挙
管
理
委
員
会



平成

政
が
あ

年 月 日 火曜日

辺
渡

世山

山 口 県

嶋
西

か
た

山
青

主
民

（定期）報

政
あ
っ政

第 号

会
援
内

河

名 政山

治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年

っ
た
解
散
等
に
係
る
政
治
団
体
の

裕
る
す

造
創

を
口

山
の

紀

会
援

後
忠

純

会
の
作

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

部
支
総

区
１

第
県

口
山

党

会
る
て

育
を

君
勉

ら
む 会

会
援
後

作
裕

治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年

た
政
治
団
体
の
異
動
事
項
は
、
次

平
成
二
十
一
年
十
月
十
三
日

の
体
団

治

称
名

の
体

団
治

者
計

会
名

氏
の

者
表

代
称

紀
康

谷
藤

後
み

ふ
ろ

ひ

の務
各

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七

名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

事

亨
良

原
桑

者
任

責
計

会

目
丁

５
央

中
市

口
山

所
務

番
８

番
５

町
緑

〃
〃

号

号

第
九
十
五
号

町
和
平

市
府

防
所

務
事

番

〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃

号

亨
良

原
桑

者
任
責

計
会

〃

丁
５

央
中

市
口

山
所

務
事

番
８
目

号

法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条

の
と
お
り
で
あ
る
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

氏
任
責

新
項

事
動

異
動

異

在
所

の
所

務
事

る
た

主
名

丁
７
陽

東
市

松
下

弘
能

地

号
６

番
２

目

第
九
十
四
号

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

る
。

町
木
楠
市
口
山

臣
素

羽
口

番
１

４
町

原
河
中

〃

〃
〃

〃

号

〃
〃

号
５
番

番
６
目
丁

１
神
天
市
府
防

成
平

号
７

、
９
、

〃
〃

〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃

口
山

臣
素

羽
口

〃
〃

〃
〃

番
１

町
木
楠
市

〃
〃

号

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

長

上

符

正

顕考
備

旧

容
内

日
月
年
出

届
）

考
備

項
事
の
他
の

そ
日
月
年
出

届
）

成
平

、
９
、

平
成
二
十
一
年
十
月
十
三

議
会

議
県

口
山

作
裕

嶋
西

員
裕

る
世

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二

が
あ
っ
た
同
項
第
二
号
に
該
当

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二

が
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体
の
異

平
成
二
十
一
年
十
月
十
三

事
出
届
の

体
団
理
管
金
資

た
し

を
出
届
の
動
異

の
項

資
類

種
の

職
公

名
氏
の
者

金

藤

山
青

員
議
院

議
衆

勉
邑

援
後
夫
忠
田
藤

田
藤

会
栄

会
援
後
男
幸
代
山

谷
古

会

林
小

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

平
成
二
十
一
年
十
月
十
三

者
表

代
称
名
の
体

団
治
政

中
会
援
後
お
つ
み
松
植

氏

美
川

日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会 町

の
作

す
造
創
を
口
山

の
紀

丁
５
口
山

〃
会

号

示
第
九
十
七
号

十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第

す
る
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
は

十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第

動
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る

日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

事
動

異
称
名

の
体
団
理
管 夫
忠

府
防

所
務

事
会

異

項

英
博

２
町
寿
市

部
宇

仁
井

子
代
美

代
山

男
辰

〃
〃

〃

市
田
野
小
陽

山

示
第
九
十
六
号

日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

名
氏

の
者

任
責

計
会

名 の

下
彦
伸

藤
佐

子
賀

る
た
主

田
字
大

市
関

五

委
員
長

上

符

正

顕

番
、
９

号
７

号

楠
市
口
山

番
８

目
央

中
市

番
１
町

木
〃
〃

号

十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届

、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届

。委
員
長

上

符

正

顕

考
備

容
内

動

日
月

年
出

届
）

神
天
市
府
防

和
平

市

旧
新

成
平

番
６
目
丁
１

、
８

号
６
番
８

目
丁

、

帆
有

字
大

〃
〃
〃

〃
〃

〃
〃
〃

２
の

委
員
長

上

符

正

顕

年
散

解
地

在
所

の
所

務
事倉

日
月成

平
、
９
、

〃

出 出



平
成
二

平
成
二

平成 年 月 日 火曜日 山 口

表
同
項

目
、

丘
二

欄
中

る
。

（定期）県 報

山
交

山
口

第 号

田
藤

の
者
出

届

十
一
年
十
月
十
三
日
印
刷

十
一
年
十
月
十
三
日
発
行

山
口
県
光
警
察
署
の
部
熊
毛
交
番

所
管
区
の
欄
中
「
清
光
台
町
」
を

高
水
原
三
丁
目
、
清
光
台
町
、
藤

丁
目
、
勝
間
ヶ
丘
三
丁
目
」
に
改

「
武
久
西
原
台
」
の
下
に
「
、

口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
四

番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所

県
公
安
委
員
会
告
示
第
六
十
三
号

平
成
二
十
一
年
十
月
十
三
日

類
種

の
職

公
名

氏
た
し

を

栄
藤

長
市

部
宇

夫
忠

名

資会

公

安

委
発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知

の
項
位
置
の
欄
中
「
大
字
安
田

「
熊
毛
中
央
町
、
呼
坂
本
町
、

ヶ
台
一
丁
目
、
藤
ヶ
台
二
丁
目

め
、
同
表
山
口
県
下
関
警
察
署

新
椋
野
一
丁
目
、
新
椋
野
二
丁
目

十
九
号

の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正山

務
事
る

た
主

称

団
理

管
金

市
部
宇

表
代

地
在
所

の
所

藤
号
６

番
８
目

丁
２

町
寿

員

会

庁事
」
を
「
呼
坂
本
町
」
に
改
め
、

高
水
原
一
丁
目
、
高
水
原
二
丁

、
勝
間
ヶ
丘
一
丁
目
、
勝
間
ヶ

の
部
北
部
交
番
の
項
所
管
区
の

、
新
椋
野
三
丁
目
」
を
加
え

関
す
る
告
示
（
昭
和
四
十
一
年

す
る
。

口
県
公
安
委
員
会 考

備
体

）
な
く
な

で
体
団

理
管
金
資

者
日
月
年
出
届

の
旨
た

っ

成
平

夫
忠

田

名
氏
の

、
８
、

六

公

安

委

員

会


